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菅義偉首相は昨年９月の就任直後、「問答無用」の

姿勢で暴走を開始した。日本学術会議の新会員６人の

任命拒否だ。ついで今年 1 月 18 日に通常国会が開か

れるや、国民生活破壊と国民監視・弾圧の悪法を次々

と上程し、これらを強行成立させ、6月 16日にはオリ

ンピック開催の是非、さらなるコロナ蔓延のリスクを

控えながら、「国会の会期延長」を求める声を無視し

て、またもや「問答無用」と国会を閉会させた。 

この事態をどう見るべきか。辺見庸さんは菅首相に

対して「菅首相の『特高顔』が怖い」(『毎日新聞』

2020年 10月 28日付夕刊)と書いた。一連の菅言動は

「顔」だけでない、「特高言動」「特高政治」だ。「宮

澤・レーン・スパイ冤罪事件」が国家権力によって仕

組まれ、その手先が特高警察だったと真相を知る我々

は、菅政治の暴走に強い危機感を覚える。 

半田滋さんは、『週刊金曜日』（2021年 4月 16日

付）の紙面で「安全保障を理由とした法規制はやはり

戦前、戦中にあった軍機保護法とも重なる」として「宮

澤・レーン事件」を引用。「安倍政権下で成立した特

定秘密保護法、安全保障関連法、共謀罪法に続く、４

番目の法律として今回の土地規制法案があり、４法が

成立することで『戦争法』シリーズが完結するのかも

しれない」と警鐘を鳴らした。さらに言えば「デジタ

ル関連６法」の正体は、マイナンバー制を梃にして全

国民の動静を完全監視・管理するものとなる。 

 戦争法に連なるこの２つの法体制の正体を徹底的

に解明して広め、廃止に追い込む闘いがいよいよ不可

欠となっている。 

 本号では、この闘いの共有基盤となる旧・軍機保護

法の成立にかかる歴史事実について、しっかりおさら

いしておきたい。歴史事実にして、驚くほど現行政治

の欠陥と運動の落とし穴を浮き彫りにしている。 

なお対置される「重要土地調査規制法」は正式名を

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利

用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」という、

ことさらに長く、正体を隠しているが、目先でごまか

されないため、本稿では「国民監視規制・仮面法」あ

るいは「仮面法」と表記する。廃止を実現する断固た

る運動の構築を呼び掛けたい。   

（事務局） 
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旧・軍機保護法は 1899年（明治 32）7月 15日公布

という古い法律で、全８か条の大まかな規制法だった。

これが慮溝橋事件に始まる日本軍による大陸侵攻の中

で抜本改定論議が起り、1937年（昭和 12）８月 13日

公布の改定・軍機保護法となった。ほとんど新法とい

ってよい大幅改定で、以後、軍機保護法と呼ばれるの

は、この改定新法になる。 

改定の柱は、①軍事上の秘密（軍機）の定義を整理

し、秘密事項の決定権者を陸海軍大臣と明示し（第 1

条） 、②刑罰を死刑にまで広げ、探知、漏泄をはじめ

当該罪ごとの適用範囲を示し（第２条ほか）③刑罰の

対象を「故意」「偶然」から「過失」にまで広げ（第

７条）、④さらに漏泄の対象を区分けして「外国若は

外国の為に行動する者」を特記することでスパイ法と

しての性格を強めた（第２条ほか）――となる。 

中で、議会審議を通し最も厳しく論議されたのが①

の「刑罰をもつて保護されるべき秘密とは何か」だっ

た。つまり 「軍事上の秘密」という定義の厳正化であ

り、決定権を軍の専権に委ねる危険性だった。当時の

議会の大勢がスパイ防止の強化に傾く中、なお良心、

良識は毅然とあって、国民を不慮の危険にさらしたり、

冤罪に嵌めてはならないとの議論が、とくに学識議員

の在席する貴族院において健在だった。 

ḫ Ҙ Ѩ  

「憲法の精神から 委任命令は成るべく少くする

と云うことでなくてはならぬし、殊に臣民の権利義務 

に重要な関係あるものは、成るべく法律を以て規定す

ると云うことが、是が立憲精神でなくちゃならぬ」（帝

国議会貴族院・軍機保護法改正法律案特別委員会・織

田萬議員）――との発言はその代表といっていい。 

これには軍当局も同意せざるを得ず、貴族院、衆議

院の両院審議を通じ、「臣民を冤罪の危機に遭わすこ

とがないよう厳正、限定して運用する」と繰り返し答

弁している。その集約された言質が以下になる。 

 「本案第１条に謂う所の軍事上の秘密は、軍に於け

る秘密中、統帥事項又は統帥と密接なる関係を有する

事項に関する高度の秘密をいうのであります。即ち尋

常一様の手段では探知収集することは出来ませぬ、不

正手段を以て是等の秘密を探知収集する者を処罰する

の意味であります。而して省令で示す事項でも、軍よ

り公表したるものは秘密に属しませぬ」（衆議院軍機

保護法改正法律案委員会＝昭和12年8月4日＝での陸

軍政務次官・加藤久米四郎の答弁）「軍事上の秘密た

ることを知って故意に之を探知し又は収集した者だ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けを罰する、故意犯だけを罰すると云う趣旨を第２条

で規定した」（同＝司法書記官・佐藤藤佐）。 

 現代語に置換えれば、「軍事上の秘密」とは、統帥

事項に関する高度の秘密で、尋常一様の手段では探知

収集できない秘密であり、「探知罪」とは、「軍事上

の秘密」であると知って、故意に不正な手段を以って

探知または収集した故意犯だけを対象とする――であ

り、それがそのまま、それぞれの定義の真意になる。

平たくいうと「秘密でないものを秘密に指定する恐れ

をいかに取り除くか」「犯罪にあたらないものを犯罪

におとしめる恐れをいかに取り除くか」というのが議

論の核心であり、共通理解として合意された。 

̂ₑ  

法案はこうした論議と合意を踏まえ、「本法に於て

保護する軍事上の秘密とは不法の手段に依るに非ざれ

ば之を探知収集することを得ざる高度の秘密なるを以

て、政府は本法の運用に当りては須く軍事上の秘密な

ることを知りて之を侵害する者のみに適用すべし」―

―との付帯決議を付けることで、全会一致、原案通り

可決を容認した。 

しかも、これには海軍大臣・米内光政が「三大臣を

代表致しまして私から申上げます 法の運用に当たり

ましては 只今の付帯決議の御趣旨を 尊重致しまし

て、慎重考慮致しまして、誤のないようにやりたいと

存じます」――と、議場で誓約している。（３面へ） 
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（２面から） これを具体例に置換えれば、師弟関係

にある学生が旅行から帰ってきて教師に会い、旅先で

の 見間を屈託なく話し、教師も屈託なく聞いてその

中に「海軍飛行場」の話が出てきたとしても、それは

刑罰をもって保護するような「高度の秘密」ではない

し、話す方も聞く方もそれが「軍事上の秘密」だとは

つゆ思ってもいないのだから犯意はなく「侵害する者」

にはあたらない――ということになる。 

ところが、この具体例そのものである「官澤・レー

ン事件」では、法案審議での言質も、法と一体とされ

た付帯決議も完全に無視され、一審、大審院を通じ懲

役 12～15年の有罪判決となった。これは、どんな法律

も法理も、そして歯止めも、法の運用者によって無視

されれば無法同然となる歴史事実を現している。そこ

で、付帯決議および議会言質を外された後の「軍機保

護法」本体の問題点を改めて実地に検証する。 

Ѽ ̏  

第一条 本法に於て軍事上の秘密と称するは 

作戦、用兵、動員、出師其の他軍事上秘密を要する

事項又は図書物件を謂う 

これは日本語なのか。「秘密は秘密だ」といってい

るに過ぎない。個々に例示しているかにみせて、実は

巧妙に「其の他」をはめ込むことで一切の枠も歯止め

も外し、秘密の範囲を無限定無制限に広げている。実

際、本件ではそのように適用している。 

 

同条第ニ項 前項の事項又は図書物件の種類範

囲は 陸軍大臣又は海軍大臣命令を以て之を定む 

 

つまり軍が秘密だといったら秘密であり、しかも何

の理由も根拠も示す必要のない絶対秘密になるよう 

仕組んでいる。本件・大審院判決では「根室飛行場」

の存在について「海軍に於て公表せられざる限り、（公

知の事実であっても軍機として）依然保持せられざる

べからざる趣旨なること、同条第２項の規定により是

亦明白」と強弁している。世間公知であっても、海軍

が秘密だと言っている限り秘密だというもので、法埋

にあるまじき詭弁の典型というほかない。 

 

第二条 軍事上の秘密を探知し又は収集したる

者は六月以上十年以下の懲役に処す 

 

探知とは何か。日本語では「探り知ること」（広辞

苑）とあり、特定目的（犯意）を持って「探る」とこ

ろに意味があるが、本件では漠然とした「聴取」「目

撃」「知得」をもって探知とし、大審院でもそのまま

判示している。つまり、軍が秘密とした事象、事項を

たまたま見たり、聞いたり、知ったりすると、その見

聞、知得がそのまま探知罪になるという構図だ。犯意

の有無等にかかわりなく犯罪とされるわけで、ここに 

冤罪をつくり出す基本構造が仕込まれている。 

しかも、何が秘密なのかは全く国民に知らされてい

ない。仮に公開すれば秘密漏泄になり、秘密にもして

おけなくなるから、故に一切知らせられないという理

屈だ。ここが秘密法の大きな矛盾となる。 

 

第四条 軍事上の秘密を探知し又は収集したる

者 之を他人に漏泄したるときは無期又は二年以

上の懲役に処す 

軍事上の秘密を探知し又は収集したる者之を公

にし 又は外国若は外国の為に行動する者に漏泄

したるときは 死刑又は無期若は三年以上の懲役

に処す 

 

この「他人に漏泄」とは、相手が（犯意の有無等に

かかわらず）誰であっても、見聞、知得したことをし

ゃべると漏泄犯になるという意味だ。ひとたび特高（国

家権力）によって軍事機密と断じられたら即スパイに

されてしまう。そういう構造を露骨に法文化したのが

軍機保護法だった。 

さらにこの法律では、たとえ偶然に知得してしまっ

た場合でも、「他人」に漏泄すれば同罪（第 5条）と

なり、業務上で知得した者が漏泄した場合はもっと重

罪（無期又は 3年以上の懲役）となり、単に過失であ

った場合でも有罪（3年以下の禁固）とされる。 

 また「他人」という用語にも独自の意味を持たせて

いる。通りいっぺんに読めば第４条第２項の「外国若

は外国の為に行動する者」＝スパイと対置しているよ

うにみせて、「他人」の定義は示されていない。つま

り、ここでの「他人」は「外国若は外国の為に行動す

る者」以外の全員と読み替えられ、ここに取締り対象

を無限定、無制限に広げる根拠が仕込み込まれた。秘

密の例示にあたって「其の他」を押し込んだのと同じ

手口の仕込みである． 

スパイ取締り強化という当時の国情では否定し難

い正義を表看板にして、実際には戦争遂行を至上命令

とする国家権力にとって思いのまま、気に入らない国

民及び外国人を一網打尽にする冤罪法というのが軍機

保護法の正体だった。これこそが 「官澤・レーン事件」

の本質であり、冤罪の根源であった。この国情といい、

菅の問答無用といい、法の正体隠しといい、全て瓜二

つに見えてくるところが恐ろしい。 

「重要土地調査規制法」が、土地法制を装った国民

監視規制・仮面法であることは、既に指摘した。法の

形は、1899年公布の軍機保護法と同時期に公布となっ

た「要塞地帯法」と重なるが、その正体は国民弾圧の

戦争法である軍機保護法と瓜二つの性格を内蔵してい

る。そこで軍機保護法のおさらいを踏まえて、仮面法

の正体を改めて検証し、廃止の闘いに備えたい。 
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【仮面を剥がす―法の構造―】 

仮面法の第 1条には「目的」とあって、 

この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島

等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等

の機能を阻害する行為の用に供されることを防止す

るため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域

の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、

当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地

等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国

民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及

び安全保障に寄与することを目的とする。 

――とある。なんのことやら分からない。これは核心

を見え難くするため、具体性を隠した言葉をあれこれ

羅列しているからで、官僚の作文の常套だ。そこで羅

列を省くと、 

重要施設の周辺の区域内にある土地等が重要施設

の機能を阻害する行為の用に供されることを防止す

るため、区域内にある土地等の利用状況の調査、当該

土地等の利用の規制について定め、もって安全保障に

寄与することを目的とする。 

――となる。これでもまだ読み難い。それで第 2条を

読むと、ようやく「重要施設」の実例が出てくる。自

衛隊の施設、合衆国軍隊の施設、海上保安庁の施設、

生活関連施設――だ。これが「重要施設」の正体で、

要は、米軍と自衛隊の基地の周辺の土地利用を米軍好

み、自衛隊（国家権力）好みのものに変え、軍事出動

をしやすくしたい、と読める。条文中の「重要施設」

は軍事基地（準軍事基地を含む）であり、「機能を阻

害する行為」は軍事行動阻害に他ならない。狙い（目

的）は戦争準備の強化、ということになる。 

 そのうえ米軍好み、国家好みに変える手順がえげつ

ない。一切合切を「基本方針」なる用語（第 4条）に

丸め込み、その策定を総理大臣に丸投げ、閣議決定す

れば直ちに執行できる仕組みになっている（同４条）。

国会に諮る必要はなく、策定を監視、監査する歯止め

条項もまったくない。末尾の 14条に「土地等利用状況

審議会」の設置規定があるが、「基本方針」に拠る運

用の一部分に関わるもので、これも委員は総理大臣の

任命だから体裁だけの存在になる。 

 さらに総理大臣は、自ら策定した「基本方針」に基

づき、「注視区域」あるいは「特別注視区域」を指定

し（同 5条、12条）、区域内の土地利用状況を調査す

る（同 6条）権限を手中にしている。しかも、この調

査に対しては、当該地の知事ら自治体、当該土地の所

有者らも「協力」する義務が規定されており（同 7条、

8 条）、さらにえげつないことには、「協力義務者」

の中に「その他の関係者」を織込んでいる。これは当

該土地等の利用に絡む利害関係者ら不特定多数が含ま

れるわけで、下世話にいえば利害関係者の内部分裂や

密告を引き出して国家権力好みの情報を得ようという

魂胆が見えている（同 8条）。しかも、この条項には

罰則があって違反者は 30万円以下の罰金となる。 

 最悪は、第 9条の強権発動だ。 

内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者

が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等

の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明

らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況

審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、

当該土地等を当該行為の用に供しないことその他必

要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた

者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとら

なかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべき

ことを命ずることができる。 

ここも、羅列を除くと、 

内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者

が重要施設の施設機能を阻害する行為の用に供し、又

は供する明らかなおそれがあると認めるときは、当該

土地等の利用者に対し、当該行為の用に供しないこと

を勧告する。 

―ーとなり、普通の言葉に置換えると、 

軍事基地周辺の土地等の利用者が（その土地等を）

軍事機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明ら

かなおそれがあると認めるときは、その利用者に対し、

当該行為に供しないことを勧告する。 

―ーとなる。 

これでも分かり難いが、要は敵国人や国家権力批判

者、反戦運動者、反基地運動者ら、米軍好みでない、

国家権力好みでない者に売ったり、貸したり、利用さ

せたりするな、という強要だ。つまり「機能阻害行為」

には総理大臣の判断次第で何でも含まれることになり、

ひいては弾圧の口実手段となる。しかも勧告に従わな

ければ「命令」に切り替え、さらに従わなければ、罰

則（同 25条）によって懲役 2年以下の刑罰を科す規定

まで仕込まれている。 

 関連して、同 11条には、当該土地の国家買い上げの

条項があり、ここまでくると、実質的な基地拡張とな

る。ひとたび仮面を剥がせば、どろどろ何が出てくる

か分らないという伏魔殿だ。最初の「重要施設」の実

例として出てきた「生活関連施設」とは何を指すのか、

「生活」にまぶせば何でも可能になってく（５面へ）
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（４面から） る。容易に想像できるところでも、原

発、情報通信、金融、航空、鉄道、ガス、医療、水道

………と限りない。 

 第 8条で、土地の利用者に協力義務を科した「報告

又は資料の提出」にしても、中身は詰問者である内閣

総理大臣の胸三寸であり、おそらく日ごろの活動、職

歴、交友関係、思想、信条、検挙歴、活動歴と際限な

く、かの特高顔がほうふつする。しかも不服申立て、

異議申し立ての規定すら全くないという、文字通り国

民監視規制の手段を内蔵した法構造であり、旧・軍機

保護法と同根との批判は当たっている。 

【注】「軍機保護法」の条文は花伝社刊『引き裂かれた青春』

に全条掲載。「仮面法」は衆議院ホームページによった。 

https://www.shugiin.go.jp/internet /itdb_gian.nsf/html/gian/h

onbun/houan/g20409062.htm 

【暴走の極み―制定と経緯―】 

 発端は、2020年 12月 10日に自民党政務調査会がま

とめた「安全保障と土地法制に関する特命委員会」の

提言とされ、これを内閣官僚が成文化して閣議決定し、

国会に上程した。5月 11日から衆議院の審議が始まっ

たが、内閣委員会での審議はわずかに 12時間 30分。

仮面の一部が剥がされたものの、質疑はすれ違いが目

立ち、核心を衝く議論にはならなかった。特に答弁側

に誠実さが全くなく、政治家はもとより、官僚答弁も

追及を外す弁法をもって得意面を誇り、見くびり見下

しの居直りに終始した。 

 野党の方も、相変わらずの一本調子で、自己満足の

演説調に終始し、答弁の非を衝いて、臨機応変、二の

矢、三の矢を打込むという修羅場はほとんど見られな

かった。先におさらいした軍機保護法審議での真剣に

して実のある論議ぶりに比べ、比べるべくもない惨憺

だったと言わざるを得ない。そんな中で、6 月 1 日、

衆議院本会議で可決されてしまった。 

参議院では、6 月 4 日に本会議で趣旨説明と各党質

疑の後、内閣委員会に付託した。自公与党は 16日の会

期末を控え、強行採決の構えだったが、立憲民主・共

産両党が抵抗して、参考人意見陳述を開催させた。最

終段階では内閣不信任案提出で抵抗したが、時間切れ

となり、あとは衆議院同様に、議員の数での勝負とな

り、可決成立となった。 

【反撃へ！―闘いは継続―】 

 2021年もコロナウイルス禍が続き、行動が制約され

る事態となったが、1 月 18 日の通常国会開会日以降、

国会前での行動は、継続して実行された。オンライン

での学習会・抗議集会も各地で開催された。 

 「弾圧・監視法許すな」「人権保障踏みにじるな」「表

現の自由を守れ」「市民活動の自由」「戦争への道、阻

止」と思い思いのプラカードや横断幕を用意して、国

会前に寄り集まった。 

国会審議日には連日、数百人が結集し、院内と連帯

した。この力は法の仮面を引き剥がし、悪法の廃止に

向けて、さらに結集していく力になるに違いない。 

 与党でも、当初、公明党の支持者の中には「まるで

戦時下を思わせる民有地の規制だ」と見抜いて批判す

るむきが少なくなかったが、与党内調整で、第 3条に

Ή˲ Ḹ ͪ Ӧѝ ӢḢК

ᶽ᷂ ὡ

͑ ⱳ ᾛ ↓

 

ーーの 1項が加わったことで沈静化した。権力奴と化

した政治家や官僚には何の歯止めにもならないが、

旧・軍機保護法の付帯決議に似て、法理上の意義がな

いわけではない。連帯の芽は期待できる。 

         ＊ 

 この法案の危険性を見抜いた市民団体は「『重要土地

調査規制法案』反対緊急事務局」を結成して緊急声明

を発表。全国に賛同をよびかけ、成立直前には 300団

体が賛同した。並行して、衆参両院の内閣委員会、立

憲民主党代表以下幹部への断固廃案要請の FAX集中を

呼びかけた。これに応えて本会事務局は、5 月 19 日、

同 21日、同 27日、6月 6日、同 8日と、宮澤・レー

ン・スパイ冤罪事件の残酷を訴え、廃案を求める FAX

を送って連帯した。 

 沖縄ではすでにこの悪法を先取りする事態が引き起

こされている。沖縄「やんばるの森」で蝶類を研究し

ている宮城秋乃さんが米軍が放置した空薬きょうなど

の廃棄物を米軍訓練場ゲート前に置いて抗議したこと

に対して沖縄県警は威力業務妨害だとして 1時間半も

の家宅捜査をしたのだ。 

「重要土地規制法」は「国民監視規制法」として襲

い掛かってくる。土地法制を装った隠蓑に騙されては

いけない。宮澤・レーン・スパイ冤罪事件の残酷を知

った我々は、こうした事態を座視できない。全土が事

実上米軍基地とされていることに「決してあきらめな

い」と闘っている沖縄の人々を思い、連帯して出来る

行動を積み重ねていきたい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409062.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409062.htm
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【緊急声明】 2021年 5月 24日 

憲法と国際人権規約に反する「重要土

地調査規制法案」の撤回を求めます 

重要土地調査規制法案に反対する市民団体 

 

はじめに 

日本の社会における表現の自由の侵害、政府に関す

る情報の秘匿化などに疑問を持つ多くの NGOが、国連

自由権規約委員会へのオルタナティブレポートを提出

し、委員会の勧告を求め、その勧告の実現を日本政府

に求めていくことを共同の目的として表現の自由と開 

かれた情報のための NGO 連合(NCFOJ)を結成しました。

すでに2020年9月30日に共同レポー トの第一弾を自

由権規約委員会に提出しています。 

国連自由権規約委員会の日本審査は、世界的な新型

コロナ感染拡大のために大幅に遅延しています。そう

した中でも、日本社会における表現の自由の侵害、政

府に関する情報の秘匿化などの状況は悪化していると

いわざるをえません。NCFOJ 内部で、追加レポートの 

作成を検討しています。その検討過程で、今般国会に

提出された「重要土地調査規制法案」には、人権保障

上、特に表現の自由、市民活動の自由、プライバシー

権、知る権利との関係において、看過することのでき

ない問題点が含まれていることに気づきました。  

何としてもこの法案は成立させてはならない、その

思いから、NCFOJ としての追加レポート作成とは別個

に、同様の問題意識をもつ NCFOJ 内外の市民団体の連

名で、急遽、声明 を発することとしました。法案の撤

回と廃案を求める理由を以下に述べます。 

 

 第１ 立法の経緯と法案の概要 

本年 3 月 26 日、日本政府は「重要施設周辺及び国

境離島等における土地等の利用状況の 調査及び利用

の規制等に関する法律案」(重要土地調査規制法案)を

閣議決定し、国会に提出しました。 

この法案は、昨年 12月 10日に自民党政務調査会が

まとめた「安全保障と土地法制に関する特命委員会」

の提言をもとに、閣法として提出されたものです。法

案提出にあたって、当初は連立与党の公明党は「まる

で戦時下を思わせる民有地の規制」(漆原良夫公明党前 

議員の「うるさん奮闘記」より)などとして強い難色を

示していましたが、法案の微修正によって個人情報へ

の配慮条項を付加すること、指定については、「経済的

社会的観点」 から留意することを法文上に盛り込む方

向などが確認されたために、法提案に応じた経緯があ

りました。 

法案では、基地など安全保障上の「重要施設」周辺

概ね千メートルの区域や「国境離島等」を「注視区域」

または「特別注視区域」に指定して土地・建物の利用

状況を調査し、重要施設や国境離島等の「機能を阻害

する行為」に対し行為の中止または「その他必要な措

置」を勧告・命令することを定めたものです。命令に

従わない場合は懲役刑や罰金刑を課すことができます。

「特別注視区域」に指定されると、土地売買等の取引

の際は事前に 取引の目的等の報告が求められ、虚偽の

報告をしたり、報告を怠った者は同じく処罰されます。 

 

第２  立法事実は存在しない。不必要である 

前述のように、法案の提出作成に至ったきっかけは、

外国人・外国政府の基地周辺や国境離島での土地取得

に規制を求める自治体議員や自民党議員の要望でした。

しかし実際には外国人の土地取得によって基地機能が

阻害される事実（立法事実）が存在しないことが明ら

かになっています(2020年 2月 25日、衆院予算委員会

第 8分科会)。 

にもかかわらず、法案は広く国が定める「重要施設」

周辺の土地・建物の所有者や利用者を監視し、土地・

建物の取引や利用を規制するものになりました。この

法案に対して、 市民の財産権を侵害し土地取引や賃貸

を伴う経済活動を停滞させるとの懸念の声がありま 

す。 

しかし、本声明では、それにも増して広く市民が監

視され、市民の調査活動・監視活動等が萎縮・制限さ

れることにより、表現の自由、市民活動の自由、プラ

イバシーの権利、 知る権利が大きく損なわれることに

警鐘を鳴らしたいと思います。 

 

第３ 法案の核となる概念や定義がいずれも極めて

あいまいである 

この法案は、法案中の概念や定義が曖昧で政府の裁

量でどのようにも解釈できるものになっています。ま

ず、注視区域指定の要件である「重要施設」のうちの

「生活関連施設」 とは何をさすのかは政令で定め、「重

要施設」の「機能を阻害する行為」とはどのような行

為なのかも政府が定める基本方針に委ねています。 

重要施設には自衛隊と米軍、海上保安庁の施設だけ

でなく、「その機能を阻害する行為が行われた場合に国

民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずる恐れの

あるもので政令で指定するものを含む」とされており、

原発などの発電所、情報通信施設、金融、航空、 鉄道、

ガス、医療、水道など、主要な重要インフラは何でも

入りうる建付けの法案となっています。 

調査の対象者のどのような情報を調べるのかにつ

いても政令次第になっています。さらに調査において

情報提供を求める対象者としての「その他関係者」と

は誰か、勧告・命令 の内容である「その他必要な措置

をとるべき旨」とはどのような行為を指すのかについ

ては、政令で定めるという規定すらなく総理大臣の判
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断に委ねられています。市民の自由と 基本的人権を阻

害する可能性のある、市民に知られては都合の悪い規

定は、法文中ではなく政府がつくる基本方針や政令、

総理大臣の権限で決められるようにしているのです。

刑罰を構成する要件規定が法律に明示されないという

ことは、刑事法の基本原則すら満たしていないもので

あり、刑罰の構成要件の明確性を求めている憲法 31

条、自由権規約 9条にも違反するものであると言わな

ければなりません。 

また、刑罰の対象となる行為が明確となっていない

ため、表現の自由・市民活動の自由に対して萎縮効果

を及ぼすこととなり、調査・監視活動が阻害され、憲

法 21条・自由権規約 19条にも違反するおそれがあり

ます。 

 

第４ 法案の具体的な問題点 

この法案が成立するとどのようなことが起こりうるか、

問題点を以下にあげます。 

 

① 法案７条により、重要施設周辺の土地・建物利

用者の個人情報はことごとく収集され監視されるこ

とになる 

「施設機能」を阻害する行為やそれをするおそれが

あるかどうかを判断するためには、 その者の住所氏名

などだけでなく、職業や日頃の活動、職歴や活動歴、

あるいは検挙歴や犯罪歴、交友関係、さらに思想・信

条などの情報が必要となります。すなわち、重要施設 

2 の周辺にいる者はことごとくこれらの個人情報を内

閣総理大臣に収集され、監視されることになるのです。

法案 3条は、「個人情報の保護への十分な配慮」「必要

最小限度」などと規定していますが、これらの気休め

ともいえる規定が実効性のある歯止めとなる保証はど 

こにもありません。このような法案は思想・良心の自

由を保障した憲法 19条、プライバシーの権利を保障し

た憲法 13条、自由権規約 17条に反すると言えます。 

 

② 具体的な違法行為がなくても特定の行為を規

制できる 

「重要施設」の周囲や国境離島に住んでいるか仕事

や活動で往来している者に対して、 政府の意向で調査

でき、「機能を阻害する恐れ」があるとの理由で行動を

規制できるようになります。しかもその規制は命令に

従わなければ懲役刑を含む罰則も含むという苛烈な 

ものです。このような法案は、居住・移転の自由を定

めた憲法 22条、表現の自由を保障した憲法 21条、自

由権規約 19条に反するものと言えます。また、刑罰の

明確性の原則（憲法 31 条、自由権規約 9 条）にも違

反することとなります。 

③「関係者」に密告を義務付け、地域や活動の分断

をもたらす 

法案 8条は「重要施設」周辺や国境離島の土地・建

物の所有者や利用者の利用状況を調査するために、利

用者その他の「関係者」に情報提供を義務付けていま

す。「関係者」は従わなければ処罰されますので、基地

や原発の監視活動や抗議活動をする隣人・知人や活動

協力者の個人情報を提供せざるを得なくなります。こ

れは地域や市民活動を分断するものであり、市民活動

の著しい萎縮、自己規制にも繋がります。このような

法案は、憲法 19 条と自由権規約 18条が絶対的なもの

として保障している思想・良心の自由を侵害するもの 

です。また、市民の団結を阻害するという意味におい

て、集会結社の自由（憲法２１条、 自由権規約２１条・

２２条）に対する侵害のおそれもあります。 

 

④ 事実上の強制的な土地収用である 

法案 11 条によれば、勧告や命令に従うとその土地

の利用に著しい支障が生じる場合、当該所有者から総

理大臣に対して買い入れを申出ることができ、総理大

臣は特別の事情がない限り、これを買い入れるものと

されています。命令に従わなければ処罰されることに

なり、やむなく買い入れを申出なければならないので

あれば、これは、法案 10条 3項による 土地収用法の

適用ともあいまって、重要施設周辺の土地の事実上の

強制収用であると言えます。土地収用法は戦前の軍事

体制の反省に立ち、平和主義の見地から、土地収用事

業の 対象に軍事目的を含めていませんでした。軍事的

な必要性から私権を制限する法案は憲法前文と 9条に

よって保障された平和主義に反し、さらには憲法 29

条によって保障された財産権をも侵害するものです。 

 

⑤ 不服申立ての手段がない 

権利制限を受ける市民は、本来それらの指定や勧

告・命令に対して不服申立てができるようにすべきで

すが、法案にはそのような不服申し立ての手段や方法

は定められておらず、憲法 31条に定められた適正手続

きの保障すら著しく侵害するものです。 

 

第５  法案成立が及ぼす影響―私たちは、この法案

の撤回と廃案を求めます 

① 膨大な量の個人情報の入手・蓄積・分析のため

に情報機関が強化される 

この法案が成立した場合には、実際の調査では、聞

き込み、張り込みはもちろん、警備 公安警察が現地で

調査し収集して所有する個人情報も入手されることに

なるでしょう。そ の収集や分析には相当な人手が必要

であり、内閣情報調査室などの市民監視のための情報

機関の大幅な拡充や機能強化につながっていく恐れが

あります。 
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＜コラム＞ 冤罪忘れるな！ ○55  

規制から拡大強化へ 

『防衛研究所紀要』 

防衛省の『防衛研究所紀要』に「研究ノート 軍機

保護法等の制定過程と問題点」という論考がある。佐

官級戦史研究官 3人の共同検証で、軍機保護法、軍用

資源秘密保護法、国防保安法の戦争推進 3法が対象に

なっている。スパイ法制仕上げの国防保安法の施行

（戦後廃棄）から 80 年。きな臭さ濃くなる昨今、自

衛隊内部の目が捉えた「問題点」は検証に価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論考の論点は的確だ。戦時における軍人への規制か

ら始まった法制が平時における民間への規制へと展

開した流れを客観的に捉え、「改正」の度に人権侵害

が最大の問題点になった事実を直視している。論考は

これを拡大・強化と表現しているが、民間のことばに

置換えれば、規制法規から弾圧法規へ、となる。この

認識は最低限大事なことだが、現状は、防衛研の書庫

に眠らさせられているようだ。一番の問題点である。 

◆   ◆   ◆ 

「スパイ冤罪事件」の真相に迫る決定版（本会編） 

『引き裂かれた青春―戦争と国家秘密』花伝社刊 

第 1部＝冤罪の真相  第 2部＝冤罪事実の条条検証  
資料編＝判決全文、軍機保護法全文、年表  
特別添付＝重要事項索引 

申し込みは本会事務局までＦＡＸ・メールで（１面上部題

字横に掲載）。送料税込み 2300円。後払い。 

② 基地や原発の調査・監視行動も規制の対象とさ

れる 

米軍機による騒音や超低空飛行、米兵による犯罪に

日常的に苦しめられている沖縄や神奈川などの基地集

中地域では、市民が自分たちの命と生活を守るために

基地の監視活動や抗議活動に長年取り組んできました。

また、ジャーナリストや NGO もこれらの施設につい 

て調査活動を行い、その問題点を社会に明らかにして

きました。自衛隊のミサイル基地や米軍の訓練場が新

たに作られたり、作られようとしている先島諸島や奄

美、種子島でも同じ状況に置かれています。このよう

な、自分たちの命と生活を守る当たり前の基地調査行 

動・監視行動ですらこの法案は規制の対象にしている

といえます。 

また、その規制は南西諸島や基地周辺に限らないこ

とは前述したとおりです。重要施設は、原発をはじめ

放送局、金融機関、鉄道、官公庁、総合病院などの重

要インフラの周辺にまで拡大される可能性があります。

大都市圏に住むほぼすべての人が監視と規制の対象 

となる可能性を含んでいるのです。 

このような法案は、市民の多様な表現の自由及び市

民の知る権利を保障した憲法 21 条、 自由権規約 19

条に反するものと言えます。 

 

③ 法案は戦前の「要塞地帯法」の拡大版の再来で

あり、憲法と国際人権法を著しく侵 害するもの。廃

案・撤回するしかない 

すなわちこの法案は、憲法改悪の「緊急事態条項」

を先取りする形で市民の監視と権利制限を日常化、常

態化させる法律なのです。そのような意味で、この法

律は、戦前の社会 を物言えない社会に変えた軍機保護

法・国防保安法とセットで基地周辺における写真撮影 

や写生まで厳罰の対象とした要塞地帯法(明治 32 年 7

月 15日法律第 105号)の拡大版の再来だといえるでし

ょう。この法律が成立すれば、市民と市民団体の活動

に対する萎縮は限りない連鎖を生み、戦前のように、

日本社会を沈黙の支配する社会へと国が変えてしまう

ことが再現されることすら予想されます。安保関連施

設を厚いベールで隠し、一切の批判を封じることから、

戦争に向かう政策を補強する戦争関連法の一環である

と言わざるをえません。このような法案は決して成立

させてはなりません。私たちは政府に対して、日本国

憲 法と国際人権規約に真っ向から反する、問題の多い

この人権侵害法案を撤回するよう求めます。 

 

＊「緊急声明」に対する賛同は急速に広がり、６月

６日時点では、本会も含めて２９７団体となりました。

今後引き続き廃止を求める運動を展開すると同時に、

この弾圧法を適用させない監視と闘いを継続していく

ことだと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局から】6月 23日夕刻、東京都庁前で開かれた

東京オリンピック反対行動に参加しました。主催した

のは、「反五輪の会」「オリンピック災害おことわり連

絡会」など 8団体。初めて聞く団体名でしたが、長野

県からは長野と松本の 2団体が加わっています。政党

からは参加していませんでしたが、明確に開催反対を

主張しているのは日本共産党だけです。自公与党と菅

暴走政権に対する野党共闘は依然として力を結集しえ

ていません。しかし本会も結成時から参加している「秘

密保護法反対ネットワーク」を通じて連日届くメール

では、全国各地で菅暴走政権に対する怒りの行動が組

織されています。ここに希望があります。（福島 清） 
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